
一

（
法
務
委
員
会
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
本
邦
に
適
法
に
在
留
す
る
外
国
人
の
利
便
性
の
向
上
及
び
行
政
運
営
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
在
留
カ
ー
ド

及
び
特
別
永
住
者
証
明
書
と
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
一
体
化
並
び
に
一
体
化
し
た
カ
ー
ド
に
係
る
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
又
は

市
町
村
に
お
け
る
手
続
の
一
元
的
処
理
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
在
留
カ
ー
ド
及
び
特
別
永
住
者
証
明
書
の
記
載
事
項
等
を

見
直
す
ほ
か
、
出
入
国
及
び
在
留
の
公
正
な
管
理
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
等
の
措
置
を

講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正

１

在
留
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
等
に
関
す
る
規
定
及
び
在
留
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

２

中
長
期
在
留
者
が
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
し
て
の
機
能
が
付
加
さ
れ
た
特
定
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
求
め
る
申
請
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
特
定
在
留
カ
ー
ド
に
係
る
地
方
出
入
国
在
留
管
理
局
又
は
市
町
村
に
お
け
る
手
続
を
一
元
的

に
処
理
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
の
規
定
を
整
備
す
る
。

二
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
改
正



二

１

特
別
永
住
者
証
明
書
の
記
載
事
項
等
に
関
す
る
規
定
及
び
特
別
永
住
者
証
明
書
の
有
効
期
間
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す

る
。

２

特
別
永
住
者
が
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
し
て
の
機
能
が
付
加
さ
れ
た
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
を
求
め
る
申
請
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
に
係
る
市
町
村
に
お
け
る
手
続
を
一
元
的
に
処
理
す
る
こ
と

を
可
能
と
す
る
た
め
の
規
定
を
整
備
す
る
。

三
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

特
定
在
留
カ
ー
ド
及
び
特
定
特
別
永
住
者
証
明
書
の
交
付
に
伴
う
措
置
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
を
行
う
。

四
、
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

電
子
証
明
書
の
発
行
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


